
通知（送付）

（フ リ　ガ　ナ） （フ リ　ガ　ナ）

鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければいけません。
養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判を受けてください。
養子になる人が十五歳未満のときは、その法定代理人が署名してください。また、その法定代理人以外に監護をす
べき者として父又は母（養父母を含む。）が定められているときは、その者の同意が必要です。
筆頭者の氏名欄には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。
外国人のうち、次の地域の法を本国法とする人は、国籍に代えて地域を記載することができます。
１　台湾
２　パレスチナ（ヨルダン川西岸地区及びガザ地区）
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